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最近の省エネルギー施策の動向
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住宅・建築物に係るエネルギー消費及び省エネ基準適合率の状況

●我が国において、住宅・建築物部門は全エネルギー消費の３割以上を占め、産業、運輸部門に比べて過去２０年の増加が著しいため、省エネ
対策の強化が求められている対策の強化が求められている。

●我が国は欧米諸国と比べ、エネルギー消費量において暖房の割合が小さく、給湯や照明・家電の割合が大きい。

●省エネ基準適合率は、非住宅については約９割、住宅についてはエコポイントの効果により約５割に上昇。

【最終エネルギー消費の推移】 【世帯当たりエネルギー消費量（GJ/世帯・年）】
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【省エネ基準適合率の推移】
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平成21（2009）年12月より
住宅エコポイント開始
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国土交通省における省エネ・省CO2対策
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住宅・建築物の省エネ化に関するこれまでの経緯

分類 1970～ 1980～ 1990～ 2000～ 2010～

・1979年～ 省エネ法（努力義務）

・2003年～ （届出義務） ｛2000㎡以上の非住宅建築物の建築｝

省エネ法に
基づく規制 ・1980年～

省エネ基準1980年版

1992年 住宅 年版（強化）

2003年 （届出義務） ｛2000㎡以上の非住宅建築物の建築｝

①
・2006年～ （届出義務の拡大） ｛2,000㎡以上の住宅の建築｝

｛2,000㎡以上の住宅・建築物の大規模改修等｝

・2009年～ （住宅トップランナー制度の導入）
｛住宅事業建築主（150戸/年以上）が新築する戸建住宅｝

省 ネ性能の

・1992年～ 住宅1992年版（強化）

・1993年～ 非住宅1993年版（強化）

・1999年～ 省エネ基準1999年版（強化）

・2013年～ 省エネ基準2013年版（一次エネルギー消費量基準）

・2000年～ ＜住宅の品質確保の促進等に関する法律＞住宅性能表示制度

・2010年～ （届出義務の拡大） ｛300㎡以上の住宅・建築物の建築｝

② 省エネ性能の
表示・情報提供

・2000年～ ＜住宅の品質確保の促進等に関する法律＞住宅性能表示制度

・2009年～ ＜省エネ法＞住宅省エネラベル

・2001年～ 建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）

・2007年～ フラット３５Ｓ（住宅ローン金利優遇）

②

融
資

インセンティブ
・2010年～ 住宅エコポイント

・2008年～ 住宅・建築物省CO2先導事業

・2008年～ 省エネ改修推進事業

資

予

算

・2009年～ ＜長期優良住宅の普及の促進に関する法律＞
長期優良住宅認定制度（住宅ローン減税 固定資産税引き下げ等）

インセンティブ
の付与 ・2008年～ 省エネリフォーム促進税制

・2012年～ 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業
③

税

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

長期優良住宅認定制度（住宅ロ ン減税、固定資産税引き下げ等）

・2012年～＜都市の低炭素化の促進に関する法律＞
低炭素建築物認定制度
（住宅ローン減税、容積率緩和等）

制
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住宅・建築物の省エネ化に係る当面の取組

目標

2020（平成32）年までに新築住宅・建築物の
省エネルギー基準への適合を段階的に義務化

目標

省 ネルギ 基準 の適合を段階的に義務化

１ 省エネ法に基づく省エネルギ 基準の見直し

当面の取組

１．省エネ法に基づく省エネルギー基準の見直し
断熱性能、設備性能を個別に評価する方法から建物全体で評価する方法へ
（住宅はH25.10（経過措置1年6ヶ月間）、非住宅はH25.4（経過措置1年間）より施行）

２．都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく
低炭素建築物の認定基準の策定

認定を取得した新築住宅には所得税等の軽減措置の対象に（ より施行）認定を取得した新築住宅には所得税等の軽減措置の対象に（H24.12.4より施行）

【検討事項】
・省エネ基準に適合する外皮・設備の仕様例の情報提供【住宅】・省エネ基準に適合する外皮・設備の仕様例の情報提供【住宅】
・ポイント法に代わる簡易評価方法【非住宅】
・PAL（年間熱負荷係数）に代わる外皮の評価方法【非住宅】
・伝統的木造住宅等の評価方法の検討伝統的木造住宅等の評価方法の検討
（自然換気・通風利用などのパッシブ手法による評価方法を含む）

・省エネ設計・施工技術の習得支援
4



住宅・建築物の省エネ化に係る今後の主な取組

一次エネルギー消
費量による評価へ
の見直し

①省エネ性能に優れた住宅・建築物の表示・普及の促進

・住宅性能表示基準の改正

・低炭素住宅やゼロエネルギー住宅など省エネ性能に優れた住宅・建築物への支援
の見直し

②新築・住宅建築物の段階的な省エネ基準適合義務化（2020年まで）

・既存ストックも含めた省エネ性能の評価・表示制度の検討

新築住宅・建築物
への段階的な義

省エネルギー
基準の見直し

届出義務
（2,000㎡以上）

届出義務

適合義務
（2,000㎡以上）

適合義務

義務化の実現に向けた課題等

・住宅・建築物における規制の
必要性と根拠の明示

・他部門及び諸外国における住

務づけ
届出義務
（300～2,000㎡）

努力義務
（300㎡未満）

適合義務
（300㎡未満）

適合義務
（300～2,000㎡）宅・建築物の省エネルギーに

関する規制とのバランスにつ
いて勘案

・中小工務店・大工への十分な
配慮

低炭素建築物
の認定基準の
策定

③既存ストックの省エネ改修の促進

配慮

策定

④技術者・体制等の整備
・中小工務店・大工の省エネ設計・施工技術習得支援

・伝統木造住宅等の評価方法の検討伝統木造住宅等の評価方法の検討

・建材・機器の性能・品質の確保・向上

・評価・審査体制の整備
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中央環境審議会地球環境部会（第1
13回）・産業構造審議会環境部会
地球環境小委員会（第35回）
合同会議資料より
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中央環境審議会地球
環境部会（第114回）
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